
御来場の際は，京都市営地下鉄等，公共

交通機関を御利用ください。 
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日 時  平成２９年９月４日（月）１４：００～１６：００ 
会 場  京都市男女共同参画センター ウィングス京都 セミナー室（２階） 
     （中京区東洞院通六角下る御射山町２６２番地） 

対象者 京都市内に事業所のある企業等の経営者層，総務・人事責任者，人権研修推進者等  

＜ 交通アクセス ＞ 

・地下鉄｢烏丸御池駅｣下車  

   5 番出口から徒歩約 5 分 
（エレベーター設置出口３－２番から徒歩約６分 約４８０ｍ） 

 

・地下鉄｢四条駅｣又は阪急「烏丸駅」下車  
  20 番出口から徒歩約 5 分 

（エレベーター設置出口１９番から徒歩約５分 約４４０ｍ） 

 

 

 

 

 
【申込期間 平成２９年４月１７日（月）～８月２８日（月）先着８０名】 

裏面の申込書*に必要事項を記入してＦＡＸ（０７５－３６６－０１３９）でお送りいただくか，電

子メール（jinken@city.kyoto.lg.jp）に必要事項を記載して，送信してください。 
                                   (*ホームページからダウンロード可) 

＜お問合せ＞ 
京都市文化市民局くらし安全推進部人権文化推進課（企業啓発担当） 
電話 (０７５)３６６-０３２２（ 平日の午前８時４５分～午後５時３０分 ) 
＊ホームページ 「京都市：トップページ(http://www.city.kyoto.lg.jp/ 又は左記名称で検索)」から 
画面上部「暮らしの情報」→画面右下部「人権▶企業啓発」→「企業向け人権啓発講座」を御覧ください。 

                           

平成 29年度第 4回 企業向け人権啓発講座（京都市主催・中小企業庁委託事業） 

インターネット社会と人権 

～守ろう人権，守ろう職場～ 

参加費無料

超 

近年，スマートフォンなどの情報端末の急速な技術革新と普及，ＳＮＳ（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）の利用者の急増などにより，情報通信技術（ＩＣＴ）の発
展は目覚ましいものがあります。  
それに伴い，個人情報の流出，インターネット掲示板等への誹謗中傷，差別を助長する

表現や悪質な書込みによる人権侵害事例が頻発しています。 
現代のインターネット社会において，どのような危険性がはらんでいるか。人権を守る

には，職場を守るにはどうすればよいかという視点から，専門家に講演いただき，正しい
知識を深める機会とします。 

東北大学を卒業後，富士通（株）に入社。その後，東京都立高等学校教諭，（株）ＮＴＴデータを経て，現

在は（株）情報文化総合研究所 代表取締役，武蔵野大学 教授，早稲田大学大学院 非常勤講師，総務省自

治大学校 講師。  

他に，西東京市 情報政策専門員，東久留米市 個人情報保護審査会 会長，東村山市 情報公開運営審議会 会

長，東京都人権施策に関する専門家会議 委員，京都府・市町村インターネットによる人権侵害対策研究会 

アドバイザー，オール京都で子どもを守るインターネット利用対策協議会アドバイザー，西東京市社会福

祉協議会 情報対策専門員，ＮＰＯ法人市民と電子自治体ネットワーク 理事，大阪経済法科大学 アジア太

平洋研究センター 客員研究員。 

専門は，社会情報学。1999年４月に学術博士（東京大学）を取得。 
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